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令和８年３月２日   

 

 

県道結城野田線 川木谷橋高架下 

入札占用指針 

 

 

１ 概要 

（１）入札対象施設等 

・道路法施行令（昭和 27年政令第 479号）第７条第９号に掲げる店舗、倉庫、自動

車駐車場、自転車駐車場その他これらに類する施設 

    ※建築物（軽微なものも含む）を計画する場合は、事前に管轄の建築指導課へご相談

ください。 

※占用許可は道路用地の利用を認める行政処分ですが、許可を受けた場合も、他の法

令の基準に適合せず、それらの法令による許可が受けられなければ、申請された施

設を設置できない場合があります。他の法令への適合については、入札占用計画の

提出者ご自身で確認いただくこととなりますので、ご留意ください。 

（２）道路の占用の場所 

物件番号 所在地 占用面積 備考 

１ 茨城県結城市みどり町 1丁目 21番 168.76 ㎡ 北側(みどり町) 

２ 茨城県結城市みどり町 1丁目 21番 150.02 ㎡ 北側(みどり町) 

３ 茨城県結城市みどり町 1丁目 21番 147.79 ㎡ 北側(みどり町) 

４ 茨城県結城市みどり町 1丁目 21番 145.04 ㎡ 北側(みどり町) 

５ 茨城県結城市みどり町 1丁目 21番 147.62 ㎡ 北側(みどり町) 

６ 茨城県結城市川木谷 1丁目 24番 146.83 ㎡ 南側(川木谷) 

７ 茨城県結城市川木谷 1丁目 24番 147.97 ㎡ 南側(川木谷) 

（別添、位置図等参照） 

（３）道路の占用の開始の予定時期 

令和８年６月 

（４）道路の機能又は道路交通環境の維持を図るために入札対象施設等の設置に伴い求め

る措置 

ア 近隣住居等に対し、騒音及び排ガス等の対策に配慮すること。 

イ 占用物件の設置、維持管理又は警察署長等からの指導等の理由から、やむを得ず

占用範囲外に物件を設置する場合は、道路管理者と協議し、別途占用許可の申請

を行うこと。占用料は、茨城県道路占用料徴収条例に基づき徴収する。 

ウ 水道、ガス、ＮＴＴ、電気、下水道等の埋設物及び工作物の確認については、占

用者がそれぞれの管理者に対して行うこと。埋設物及び工作物がある場合は、各



2 

 

管理者及び道路管理者と協議し、必要な対策を講じること。 

エ  占用範囲内の、道路法第２条に掲げる「道路」及び「道路の附属物」（以下、「道

路構造物」という。）の破損を防止する措置並びに滞水等の水害対策は占用者の

負担で実施すること。 

また、道路構造物の破損及び滞水等の水害は、占用者の責任で対応すること。 

オ 高架下における以下の確認等を実施し、異常があった場合及び道路管理者が求め

た場合は、速やかに道路管理者に報告すること。（①、②、③の確認は月１回以

上実施し、④、⑤は適宜実施すること。） 

① 橋脚、橋梁、防護柵、排水施設等の損傷、亀裂、はく離、変形等の有無の確認 

※異常等を発見した場合には、筑西土木事務所道路管理課に緊急通報すること。 

② 高架の道路からの落下物の有無の確認 

③ 不法占用、不法投棄、落書き等の有無の確認 

④ 占用区域内及びその近傍における清掃（水路含む）、除草等の維持管理 

⑤ その他当該道路の管理上必要と認められる事項 

カ 道路構造物の維持管理及び災害対応等を行うために、道路管理者及びその受託業

者が占用区域内に立ち入ることを妨げないこと。 

また、占用物件（車両等も含む）が支障となる場合は、道路管理者の指示に基づ

き、占用者の負担において速やかに移動等を行い、一時的に占用範囲を空けるこ

と。なお、いずれの場合においても休業等に伴う損失補償などは一切行わない（た

だし、法令の規定する損失は除く。）。 

キ 占用又は占用に関する工事により、道路構造物に損傷等を与えた場合は、速やか

に道路管理者に報告し、道路管理者の指示に従い、占用者の負担で復旧すること。 

  また、不法占用、不法投棄の対応については、その原因者等、他に実施する者が

ある場合を除き、占用者が実施すること。 

ク その他、必要に応じて関係機関等と協議を行うこと。 

（５）認定の有効期間 

令和 28年３月 31日まで 

（６）占用料の額の最低額 

   ・物件番号１～５（みどり町側） 

①建築物の場合： 397円（１㎡当たり/年） 

②その他：    291円（１㎡当たり/年） 

・物件番号６～７（川木谷側） 

③建築物の場合： 405円（１㎡当たり/年） 

④その他：    297円（１㎡当たり/年） 

茨城県道路占用料徴収条例 

別表に定める単価 × 知事が定める期間 ＝ 占用料の額の最低額 
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①建築物（北側） 397円 × １年  ＝   397円 

②その他（北側） 291円 × １年  ＝   291円 

③建築物（南側） 405円 × １年  ＝   405円 

④その他（南側） 297円 × １年  ＝   297円 

２ 占用入札参加資格 

（１）入札占用計画が、入札占用指針に照らし適切なものであること 

（２）入札対象施設等のための道路の占用が、道路法（昭和 27年法律第 180号。以下「法」

という。）第 33条第１項の政令で定める基準に適合するものであること入札対象施設

等のための道路の占用が、道路の交通に著しい支障を及ぼすおそれが明らかなもので

ないこと入札占用計画の提出者（提出者が法人又は団体である場合は役員その他経営

に実質的に関与している者を含む。）が次に掲げる事項のいずれにも該当しないこと 

ア 道路占用許可の手続を履行する能力を有しないと知事が認めるとき 

イ 道路の占用についての占用料を納める能力を有しないと知事が認めるとき 

ウ 法第 71条第１項の規定に基づく監督処分を受けて是正がなされていないとき 

エ 法第 73条第１項の規定に基づく督促状により督促をしているとき 

オ 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77号）

第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又は暴力団員（同法第２条第

６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）であるとき 

カ 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目

的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき 

キ 暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的

あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき 

ク 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしている

とき 

ケ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき 

コ その者に道路を占用させることが、公序良俗に反し、社会通念上不適当であると

知事が認めるとき 

なお、道路の占用に当たって道路交通法第 77条第１項の規定による道路使用許可が必

要になる場合は、提出された入札占用計画を基に、施設の配置計画や工事施工の際の道

路の規制方法等について、結城警察署と協議を行います。 

結城警察署への事前相談、お問い合わせはお控えください。 

 

３ 入札占用指針に関する質問等 

（１）入札占用指針に関する質問書 

入札占用指針の内容について質問がある場合には、様式２にて質問を受け付けま

す。質問書に対する回答は、ＨＰにて閲覧に供することとします。 

閲覧場所：茨城県ホームページ（道路占用入札制度） 

     https://www.pref.ibaraki.jp/doboku/doiji/senyonyusatsu.html 
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閲覧期間：令和８年５月 20日（水）まで 

なお、入札の公平性を確保するため、提出された入札占用計画についての個別の

質問等について回答はしかねますので、ご了承ください。 

ア 質問書の提出方法 

郵送又はＥメールによるものとします。 

イ 質問書の提出期間 

令和８年３月２日（月）から令和８年５月 12日（火）17時まで 

※ただし、入札占用計画の作成に関する質問は、令和８年３月 25日（水）17

時までとします。 

（２）提出先 

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町 978番６ 

茨城県土木部道路維持課管理Ｇ 

電話：029-301-4467 

Ｅメール：doiji3@pref.ibaraki.lg.jp 

  
４ 入札占用計画の作成等 

（１）入札占用計画の作成要領 

様式３～７（Ａ４判）により、作成してください。提出された入札占用計画を審査

し、入札対象施設等のための道路の占用の許可を行うことの可否を判断します。 

なお、提出された入札占用計画に形式上の不備や要件の不足等がある場合には、内

容の追加、修正を求めることがあります。また、本入札占用指針において示した事項

以外の内容を含む入札占用計画については、無効とすることがあります。 

様式 留意事項 

入札占用計画（様式

３） 

①「占用計画期間」の欄には、本入札占用指針に定められ

た認定の有効期間内において占用を希望する期間を記

載願います。 

②「占用の期間」の欄には、①の期間に合わせて占用の開

始の時期、占用の終了の時期を記載するとともに、５年

ごとに占用許可の更新手続が必要となりますので、それ

ぞれの更新の時期を記載願います。 

③「添付書類」の欄には、道路の占用の場所、設置する施

設等の構造、工事の実施方法等を明らかにした図面その

他の入札占用計画に添付する書類名を記載願います。 

※設置する施設等の構造については、茨城県道路占用許可

基準令第９号物件”高架道路の路面下における施設”

に適合するものとします。 

※工事の実施方法については、道路占用工事共通指示書に

適合するものとします。 

入札対象施設等の設

置に伴い必要となる

清掃その他の措置

①施設等の管理、安全対策等の実施体制、方法等を記載願

います。 

②日常的な道路の点検、占用区域内の清掃等について、実
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（様式４） 施体制、方法等を記載願います。 

※占用入札に参加するための必須事項となりますので必

ず記載願います。その他、道路の管理に資する取組があ

れば併せて記載願います。 

法人概要（様式５－

１）及び役員名簿（様

式５－２） 

事業の内容、役員の氏名等を記載願います。 

なお、個人の場合は、様式５－１は不要であり、様式５－

２により、氏名、生年月日等を記載願います。 

災害等非常時におけ

る連絡体制（様式６） 

占用者（代表者、現場管理者、施設管理者等）及び工事請

負事業者（工事責任者、現場監督者等）から市担当部署へ

の連絡体制図を記載願います。 

暴力団排除に関する

誓約書（様式７） 
記載事項を確認の上、氏名等を記載願います。 

  

（２）入札占用計画の提出方法 

受付期間内に上記入札占用計画一式を用意し、郵送又は受付場所まで直接ご持参く

ださい（電話、ファックス、Ｅメールによる受付は行いません）。 

ア 提出受付期間 

令和８年３月２日（月）から令和８年４月１日（水）まで（厳守） 

（ただし、土、日、祝祭日を除きます。） 

イ 受付時間 

午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までを除く） 

ウ 受付場所 

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町 978番６（県庁舎 19階北側フロア） 

茨城県土木部道路維持課管理Ｇ 

電話：029-301-4467 

（３）入札参加資格の確認通知 

提出された入札占用計画に基づき、占用入札参加資格の有無を確認し、書面をもっ

て、茨城県知事（以下「知事」という。）から通知します。 

なお、占用入札参加資格要件を満たしていない方に対しては、理由を付して通知し

ます。 

 

５ 入札の実施 

（１）入札書の提出 

占用入札参加資格があることの確認を受けた入札参加者は、本入札占用指針を熟覧

の上、下記のとおり入札書（様式８）を提出してください。 

なお、以下の提出日時までに入札書を提出しない方は、本入札に参加することができ

ません。 

ア 提出方法 

（ｱ）入札実施日に持参してください。 
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（ｲ）入札書は、封かんの上、入札参加者の商号又は名称、代表者名（個人の場合

は氏名）、入札占用指針件名を表記してください。 

なお、知事により占用入札参加資格があることの確認を受けた通知書（以下

「占用入札参加資格確認通知」という。）を持参してください。 

（ｳ）代理人が入札に参加する場合においては、入札書に加えて、委任状（様式９）

を提出してください。 

イ 入札の日時 

令和８年５月 20日（水）10時から 

※受付は９時 40分から 10時まで（厳守） 

ウ 入札場所 

茨城県水戸市笠原町 978番６ 茨城県庁行政棟１階入札室 

（２）入札にあたっての注意事項 

ア 入札書の住所、商号又は名称及び氏名欄は、代表者若しくは委任を受けている

場合はその代理人が記載、押印してください。 

イ 入札済みの入札書は、いかなる理由があっても、書き換え、引き替え又は撤回

することはできません。 

ウ 入札者又は代理人は、本件入札について他の入札者の代理人を兼ねることはで

きません。 

エ 入札会場への入場は、参加者１者につき、２名までとします。 

（３）入札の無効 

次のいずれかに該当する入札は無効とします。 

ア 占用入札参加資格のない者のした入札 

イ 入札占用計画に虚偽の記載をした者のした入札 

ウ 指定の時刻までに提出しなかった入札 

エ 所定の入札書によらない入札 

オ 記名、押印を欠く入札 

カ 入札者又はその代理人が１人で２枚以上の入札をした場合、そのすべての入札 

キ 入札者及びその代理人がそれぞれ入札した場合、その双方の入札 

ク 委任状の提出がない代理人がした入札 

ケ 入札金額、入札者の氏名その他主要部分が識別しがたい入札 

コ 入札金額を訂正した入札 

サ 入札に関し、不正な行為を行った者がした入札 

（４）入札の延期等 

入札者（代理人が入札する場合にあっては代理人。以下同じ。）が連合し又は不穏

の挙動をするなどの場合であって、入札を公正に執行することができない状態にある

と認められるときは、当該入札を延期し又はこれを取り止めることがあります。 

（５）開札 
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開札は、入札締切り後、直ちに入札者を立ち会わせて行います。やむを得ず入札者

以外の者を立ち会わせる場合には、委任状（様式 10）を提出してください。 

ただし、入札者又はその代理人が立ち会わない場合は、入札事務に関係のない職員を

立ち会わせて行います。 

ア 入札者は、開札時刻後においては、開札場に入場することはできません。 

イ 入札者は、開札場に入場した後においては、入札関係職員がやむを得ない事情

があると認めた場合のほか、開札場を退場することはできません。 

ウ 開札をした場合において、入札占用指針に定められた占用料の額の最低額以上

の入札がないときは、再度の入札を行います。この場合において、入札者は知事

が定める時刻までに再度の入札書を提出してください。ただし、開札に立ち会わ

なかった方は再度の入札に参加することはできません。 

（６）落札者の決定方法 

ア 有効な入札を行った者のうち、入札占用指針に定められた占用料の額の最低額

以上であり、かつ、最も高い占用料の額をもって入札額として申し出た者を落札

者と決定します。占用料の額は１年間における１㎡当たりの額であり、入札額と

して申し出た当該額の多寡を比較するものとします。 

イ 落札となるべき同額の入札をした者が２者以上あるときは、知事は、直ちに、

当該入札者にくじを引かせて落札者を決定いたします。 

ウ 当該入札者のうちくじを引かない者があるときは、これに代わって入札事務に

関係のない職員にくじを引かせます。 

（７）落札者決定の通知、公表 

落札者を決定したときは、落札者に対し、道路の占用の場所、落札額、入札占用計

画の認定予定日を通知します。また、ホームページに入札の実施結果（道路の占用の

場所、開札結果（落札・不調等の別）、入札者（個人の場合は「個人」とします。）、

入札額）を公表します。 

（８）落札者決定の取消し 

無効の入札を行った者を落札者としていた場合、又は落札者が落札者決定後の手続

を辞退した場合には、落札者決定を取り消します。 

 

６ 入札占用計画の認定 

（１）認定の公示及び通知 

落札者が提出した入札占用計画を認定した場合、入札占用計画の認定日、認定の有

効期間、道路の占用の場所及び認定を受けた入札占用計画（以下「認定入札占用計画」

という。）の提出者（個人の場合は「個人」とします。）等について、事務所に備え

付けるとともに、ホームページに掲載します。また、落札者に対しては、入札占用計

画の認定日、認定の有効期間、占用許可申請の手続に関する留意事項等を通知します。 

なお、警察署との協議の結果等を踏まえ、入札占用計画を認定するにあたってその

内容の修正を求めることがあります。 

（２）認定入札占用計画の変更 

災害等による道路状況の変化により入札対象施設等の構造を変更する場合、景況に



8 

 

よる需要の変化により占用の期間を短縮する場合等、真にやむを得ない事情により、

認定入札占用計画を変更する必要がある場合には、変更の認定を受ける必要がありま

す。 

また、周辺の交通実態等について当初予想されなかった変化があり、警察から認定

入札占用計画の変更を求められた場合に、当該計画の変更を求めることがあります。 

（３）認定の取消 

認定入札占用計画の提出者（以下「認定計画提出者」という。）に占用入札参加資

格がないことが明らかになった場合、認定計画提出者が無効の入札を行ったことが明

らかになった場合その他認定計画提出者が詐偽その他不正な手段により認定を受けた

と認められる場合には、当該認定を取り消します。 

また、道路の管理上の事由その他公益上やむを得ない必要が生じた場合は、認定を

取り消すことがあります。 

 

７ 道路の占用の許可 

（１）占用許可申請手続 

認定計画提出者は、当該計画に基づき、次の関係書類を添えて、下記の窓口へ占用

許可申請を行ってください。 

ア 申請窓口 

〒308-0841 茨城県筑西市二木成 615 茨城県筑西合同庁舎 3階 

茨城県筑西土木事務所道路管理課 

電話： 0296-24-9269 

イ 申請書類 

（ｱ）道路占用許可申請書 

（ｲ）認定された入札占用計画 

（ｳ）入札占用計画認定通知（写し） 

（ｴ）委任状（代理申請の場合のみ） 

（ｵ）その他知事（茨城県筑西土木事務所長）が必要であると認める書類 

ウ 申請期限 

（ｱ）占用許可申請は、入札占用計画の認定日から 15日以内に行ってください。 

（ｲ）特段の理由無く、占用許可の申請手続を行わない場合は、入札占用計画の認定

を取り消すことがあります。 

（２）占用許可の条件 

ア 近隣住居等に対し、騒音及び排ガス等の対策に配慮すること。 

イ 水道、ガス、ＮＴＴ、電気、下水道等の埋設物及び工作物の確認については、

占用者がそれぞれの管理者に対して行うこと。埋設物及び工作物がある場合は、

各管理者及び道路管理者と協議し、必要な対策を講じること。 

ウ 占用範囲内の道路構造物の破損を防止する措置並びに滞水等の水害対策は占用

者の負担で実施すること。 
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また、道路構造物の破損及び滞水等の水害は、占用者の責任で対応すること。 

エ 高架下における以下の確認等を実施し、異常があった場合及び道路管理者が求

めた場合は、速やかに道路管理者に報告すること。（①、②、③の確認は月１

回以上実施し、④、⑤は適宜実施すること。） 

① 橋脚、橋梁、防護柵、排水施設等の損傷、亀裂、はく離、変形等の有無の確

認 

※異常等を発見した場合には、筑西土木事務所道路管理課に緊急通報すること。 

② 高架の道路からの落下物の有無の確認 

③ 不法占用、不法投棄、落書き等の有無の確認 

④ 占用区域内及びその近傍における清掃（水路含む）、除草等の維持管理 

⑤ その他当該道路の管理上必要と認められる事項 

オ 道路構造物の維持管理及び災害対応等を行うために、道路管理者及びその受託

業者が占用区域内に立ち入ることを妨げないこと。 

また、占用物件（車両等も含む）が支障となる場合は、道路管理者の指示に基

づき、占用者の負担において速やかに移動等を行い、一時的に占用範囲を空け

ること。なお、いずれの場合においても休業等に伴う損失補償などは一切行わ

ない（ただし、法令の規定する損失は除く。）。 

カ 占用又は占用に関する工事により、道路構造物に損傷等を与えた場合は、速や

かに道路管理者に報告し、道路管理者の指示に従い、占用者の負担で復旧する

こと。 

  また、不法占用、不法投棄の対応については、その原因者等、他に実施する者

がある場合を除き、占用者が実施すること。 

※ 占用許可時には、上記の条件に加え、別紙の許可条件を付します。また、これ

以外にも、条件が追加されることがあります。 

なお、占用許可の条件に違反した場合は、占用許可を取り消すことがあります。 

（３）占用許可の期間 

認定した入札占用計画に記載された期間中、占用を認めます。ただし、３年ごとに

更新の手続が必要となり、更新に当たっては事業継続の意思確認をするとともに、当

該施設が道路構造に支障を生じさせていないこと及び許可条件違反がないことなどを

確認します。 

（４）占用料の額及び支払方法 

ア 占用料の額は、認定入札占用計画の提出者が入札において申し出た額に入札占

用指針に定められた占用面積を乗じた額とします。 

イ 土地の価格の上昇等を踏まえて道路法施行令別表に定める占用料の額が改定さ

れ、落札額を上回った場合には、改定後の占用料の額を適用して徴収します。 

ウ 占用料の支払いは、占用を許可したときに当該年度分を支払い、次年度以降に

おいては、当該年度の占用料を毎会計年度ごとに支払うものとします。 

なお、支払い方法は、知事（茨城県筑西土木事務所長）が発行する納入通知書

により納めるものとします。 
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エ  年度途中での占用開始又は終了の場合は、同年度の占用料は月割計算とします。 

オ 指定された期日までに占用料が納付されない場合には、道路法第 73条に基づき

延滞金を徴収する場合があります。 

カ 既納の占用料は還付しません。 

 

８ その他 

（１）書類の作成に用いる言語は日本語、通貨は日本円、単位は日本の標準時及び計量法

によるものとします。 

（２）入札占用計画の作成、提出等に要する費用は、提出者の負担とします。 

（３）提出された入札占用計画の内容変更、差し替え及び再提出は認めません。ただし、

知事から補正指示等を行う場合はこの限りではありません。 

（４）提出された入札占用計画について、提出者に無断で二次的な使用をすることはあり

ません。ただし、占用入札参加資格の確認のため、提出された書類及び個人情報に

ついて、警察に提供することがあります。 

（５）認定した入札占用計画の内容については、行政機関の保有する情報の公開に関する

法律（平成 11 年法律第 42 号）において、行政機関が取得した文書について、開示

請求者からの開示請求があった場合は、当該企業等の権利や競争上の地位等を害す

るおそれがないものについては、開示対象となる場合があります。 

（６）認定しなかった入札占用計画は、返却いたしません。 


